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介護老人保健施設桜の園短期入所療養介護運営規程
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介護老人保健施設桜の園指定短期入所療養介護運営規程

第１章 事業の目的及び運営の方針

(目 的) 
第１条  指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所療養介護」

という。）事業は、居宅における利用者とその家族の支援を目的とするものである。

(運営の方針) 
第２条  介護老人保健施設桜の園における指定短期入所療養介護の事業は、要介護状態

となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、療養生活

の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとし、そして

自ら提供するその質の評価を行い、常にその改善を図っていくものとする。

１ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを 

得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。 

    ２ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、

その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用

者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 

３ 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを

重視した運営とする。

４ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療

養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者

の同意を得て実施するよう努める。 

５ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン

に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提

供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、

必要に応じて利用者またはそのご家族の了解を得ることとする。 

６ 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、職員に対し、必要な措置を講じるものとする。 

７ 当施設は、誰であっても、誰からも、ハラスメントを受けることがない介護サー

ビスの提供及び職場環境の整備のために必要な措置を講じる。 

第２章 職員の職種、員数及び職務の内容

(職員の職種、員数) 

第３条 介護老人保健施設(短期入所療養介護)に次の職員を置く、必置職については法令
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の定めるところによる。 

施設長（医師）       １名以上

      薬剤師         ０．３名以上

      看護職員          ７名以上

      介護職員     ２５名以上  

 理学療法士等          １名以上

(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士)
管理栄養士     １名以上

支援相談員        １名以上

      介護支援専門員        １名以上

事務職員          １名以上  

(職務の内容) 
第４条  医師は、利用者全員の病状を把握し施設療養の全体の管理について職員を

指導監督して利用者の処遇に努めるものとする。

  ２ 事務長は、施設長の命令を受け、施設運営全体に係わる事務を掌理するもの

とする。

  ３ 薬剤師は医師により処方された薬を的確に分包する。

  ４ 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほ

か、利用者の短期入所療養介護サービス計画に基づく看護を行う。

  ５ 介護職員は、利用者の短期入所療養介護サービス計画に基づく介護を行う。

 ６ 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリ

エーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの

指導を行う。また、利用者の在宅復帰の支援を行う。 

  ７ 作業療法士は、医師や看護師、介護士等と協働してリハビリテーション実施計画

書を作成してリハビリテーションを行うとともに実施に際し指導を行う。

８ 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状

態の管理を行い栄養ケアプランを医師、看護師、施設ケアマネージャーと協働して

作成する。

９ 介護支援専門員は、利用者の短期入所療養介護サービス計画の原案をたてるとと

もに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。

    10  事務員は、文書、会計、服務、人事、に関しての事務処理、その他を行う。

第３章 事業の内容及び利用料その他の費用の額
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（指定短期入所療養介護の内容）

第５条  指定短期入所療養介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資

するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、利用者の療養を妥当適切

に行う。

２  利用者又は他の利用者等の生命、又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

３  相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画

に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

４  利用者への１週間に２回以上の適切な方法による入浴、又は清拭、可能な限りの排

泄自立への援助、離床、着替え、整容等日常生活上の世話を適切に行う。

５  利用者のためのレクリエーション行事を行う。

（利用料等の受領）

第６条  指定短期入所療養介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める

基準によるものとし、当該指定短期入所療養介護が法定代理受領サービスである時は、

介護保険負担割合証の割合を乗じた額とする。

２  法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した場合に利用者

から支払いを受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の

額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

３ 利用者負担の額

(1)  保険給付の自己負担額を、別紙に定める料金表により支払いを受ける。 

(2) 利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、
日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、栄養管理費、私物の洗濯代、その他の費用

等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

(3)  午前 0時を居住費の起算時間とする。

第４章 通常の送迎の実施地域  

(送 迎) 
第７条  利用者の心身の状態、家族等の事情等から送迎を行うことが必要と認められる

  利用者に、その居宅と当事業所間の送迎を、通常次の地域をもって実施する。 

(1) 秋田市

第５章 施設利用にあたっての留意事項

(規 律) 
第８条  利用者は次の規律を守り、秩序ある療養生活ができるよう努めていただかなけ

ればならない。
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  （１） けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼさない事。

  （２） 施設内の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害さない事。    

（３） 指定した場所以外で火気を用いない事。

（４） 故意に施設若しくは物品に損害を与え、またはそれを持ち出さない事。

（５） 身の回りの整理整頓を行う事。

（６） その他管理者が必要と認めた事項。

(面 会) 
第９条 面会者は、院内感染防止のため手指の手洗い消毒に協力していただくことと、

    面会簿に氏名・住所の記入の上、面会するものとする。

（食品等）

第10条 食品等を持参された場合、食中毒等の原因食品が、公的機関によって特定され

当施設の責に帰すると認められた場合のみ賠償に応じる。

(感染管理体制) 
第 11条  施設内に感染対策委員会を設置し感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を行う。

１ 構成員

（１） 施設長（医師）

（２） 事務長

（３） 看護師

（４） 介護職員

（５） 管理栄養士

（６） 支援相談員

（７） 感染対策担当者（看護師）

     ２ 感染対策委員会は、予防及びまん延防止のために平常時の対策及び発

生時の対策を行う。

     ３ 感染症発生時は、発生状況を把握した上で看護主任が施設長に報告し、

施設長の指示で秋田市保健所、介護保険課等関連機関、協力病院へ連

絡を行い、家族への周知を行う。

第６章 その他運営に関する重要事項

(非常災害対策) 
第 12 条  非常災害に備え、必要な設備を設け、防災・避難に関する具体的な計画を作

成し、年２回、職員の避難・救出その他必要な訓練を行う。
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(定員の遵守）
第 13 条  入所利用者定員１００名のうち短期入所療養介護利用者定員は空床利用とし

て利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行わない。ただし、

災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

(設備) 
第 14条 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる設備であること。

（個人情報の保護および守秘義務）

第 15条 当施設職員は、業務上知り得た利用者又は保護者若しくはその家族等に関する秘
密を正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号についての情報提

供については、当施設において、次の条件のもとに同意を得た上で使用します。

条件に該当しない事項については、事前に協議の上、利用者本人または、ご家族

の同意を書面で得た上で使用します。

 使用条件 

（１） 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利

用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービ

ス終了後においても、第三者に漏らさない。 

（２） 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求が

あれば開示する。 

使用目的

１ 施設の事務において情報提供を伴う利用目的

① 施設が利用者等に提供する介護サービス

② 介護保険事務

③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち

     ・入退所等の管理

     ・会計、経理

     ・介護事故、緊急時等の報告

     ・当該利用者の介護・医療サービスの向上

２ 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的

  ① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち

         ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介

護支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答
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     ・その他の業務委託

     ・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場  

      合

     ・家族等への心身の状況説明

 ② 介護保険事務のうち

     ・保険事務の委託（一部委託含む）

     ・審査支払い機関へのレセプトの提出

     ・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答

  ③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

３ 施設内部での利用に係る利用目的

  ① 施設の管理運営業務のうち

     ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料     

・施設等において行われる学生等の実習への協力     

・施設において行われる事例研究等

４ 他の事業者等への情報提供に係る利用目的

  ① 施設の管理運営業務のうち

     ・外部監査機関、評価機関等への情報提供

５ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。

（事業継続計画の策定等）

第 16条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者等に対するサービス
の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため計画

（以下、業務 継続計画という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じるものとする。

２ 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修を

新規採用時及び年２回以上定期的に実施するとともに、必要な訓練を年２回以上定期

的に実施する。

３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行う。

（虐待の防止）

第 17条 当施設は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じ  
る。
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（１）虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、職員に十分に周知する。

（２）虐待の防止のための指針を整備する。

（３）職員に対し、虐待の防止のための定期的な研修を新規採用時及び年２回以上実

施する。

（４）前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

２ 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ 

る。

３ 職員は、高齢者虐待防止法を順守し、利用者等への家族等からの虐待が疑われる

場合には、利用者等の保護とともに家族関係の改善を図ることとし、関係機関、区（市

町村）に通報する。

（職場におけるハラスメントへの対応） 

第 18条 当施設は、継続的なサービス提供のために、職場におけるあらゆるハラスメ
ントに対して、以下の措置を講じる。なお、当該ハラスメントには、入所者等及びそ

の家族等から職員に対する著しい迷惑行為を含む。

（１）ハラスメントに関する方針を明確化し、管理・監督者を含む職員に対してその

方針を周知・啓発する。

（２）職員、入所者等及び家族等からのハラスメントにかかる相談、苦情に応じ、適

切に対応するために必要な体制を整備する。

第 19条 当施設は、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料、そ
の他のサービスの選択に資すると思われる重要事項を施設の入口付近に掲示するとと

もに、社会福祉法人桜丘会のホームページに掲載する。

（生産性の向上） 

第 20 条 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するため生産性向上委員会を設置する。

（認知症介護にかかる基礎的な研修等）

第 21 条   当施設は、すべての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門
員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定めるもの等の資格を有す

るものその他これに類するものを除く。）に対し、認知症介護にかかる基

礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。

２      職員の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
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（１）採用時研修  採用後３か月以内

（２）継続研修   年２回

（感染症対策）

第 22 条 事業所において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号
に掲げる措置を講じる。

（１）感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができる。）を三か月に１回以上開催するとともに、その結

果について、職員に周知を図る。

（２）感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定し、感染対策委員会

で随時見直しを行う。

（３）事業所は、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための必要な研修を新規

採用時及び年２回以上定期的に実施するとともに、必要な訓練を年２回以上定期的に実施

する。

（４）前３号に掲げるものの他、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。

第 23条 （身体的拘束等）
  事業所は、入所者等又は他の入所者等、職員等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束その入所者等の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という）を行わない。

２ 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

３ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする）を３か月に１回以上開催し、その結果について、

介護職員その他の職員に周知徹底を図る。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を新規採用時及

び年２回以上定期的に実施する。 

N 

 (苦情等申立窓口) 
第 24条 サービス利用に対しての相談・苦情の窓口は、介護老人保健施設桜の園
     支援相談員（電話番号 018-839-5977）とする。
附  則
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     この規程は、平成１２年 ４月 １日から施行する。

     この規程は、平成１５年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成１６年 ３月 ６日から施行する。

この規程は、平成１７年 ２月１５日から施行する。

この規程は、平成１７年 10月  1日から施行する。
この規程は、平成１8年  7月   1日から施行する。
この規程は、平成１９年 ２月  1日から施行する。
この規程は、平成２１年 ４月  1日から施行する。
この規程は、平成２２年１２月  1日から施行する。
この規程は、平成２４年 ４月  1日から施行する。
この規程は、平成２５年１１月  1日から施行する。
この規程は、平成２６年 ４月  1日から施行する。
この規程は、平成２６年 ６月  1日から施行する。
この規程は、平成２６年 ７月 10日から施行する。
この規程は、平成２７年 ８月 1日から施行する。
この規程は、平成２８年１０月 1日から施行する。
この規程は、平成３０年１２月 1０日から施行する。
この規程は、令和 ６年 ４月 1日から施行する。


